
和歌山県技能賞表彰要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、優秀な技能者を表彰することにより、広く一般に対し技能尊重気

運の醸成を図り、県内技能者の地位及び技術水準の向上に資することを目的とす

る。 

（表彰を受ける者）  

第２条 表彰は、次の各号のすべてに該当する者で、その技能が特にすぐれた者に 

ついて、知事がこれを行う。 

（１） 県内に在住し、又は就業する技能者 

（２） 表彰の対象となる技能について、１５年以上の実務経験を有する満年齢３５歳

以上の者 

（３） 卓越した技能を有する者 

（４） 当該技能を通じて、県の産業の発展に寄与し、又は技能に関する工夫、改善

によって生産性の向上に寄与した者 

（５） 当該技能を通じて、後進技能者の指導育成を行うとともに、技能水準向上意欲

の増進に寄与した者 

（６） 技能に対する姿勢が真摯であり、勤務の実績、行動等において、他の技能者

の模範と認められる者 

（表彰の方法） 

第３条 表彰は、毎年１回、賞状及び副賞を知事が授与して行う。 

  （選考） 

第４条 表彰を受ける者は、市町村長又は関係団体等の長が推薦した者のうちから知

事が選考する。 

２ 知事は、前項の規定による選考を行うに当たっては、和歌山県技能賞選考委員会

を置くことができる。 

  （補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

     附 則 

この要綱は、昭和４５年７月１日から施行する。 

     附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 


